
第3期計画策定に向けたスケジュール【令和5年度】

〇第３期計画を策定するにあたり、こども大綱の発出を待っているとニーズ調査が間に合わない。
○第２期計画策定及び中間⾒直し時に⽰された「量の⾒込み」の算出等の考え⽅(⼿引き)等を基に、法改
正等を加味した内容等市独自の内容を加えた調査項目を決定する。

○調査結果で補いきれない必須項目が判明した場合、アンケート以外の⽅法でニーズを把握する。

R5.7.28 第２回児童福祉専門分科会 資料２
こども政策課

子どもに関する計画について

○ 子ども・子育て支援法第61条に基づく法定の計画
○ 現計画の期間︓令和２年度〜令和６年度の５年間 → 次期計画の策定が必要

⻑野市子ども・子育て⽀援事業計画

○ 子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく計画
○ 計画の期間︓令和５年度〜令和９年度の５年間

⻑野市子どもの貧困対策計画

○ 子ども・若者育成支援推進法に基づく計画
○ 現時点で策定予定なし

市町村子ども・若者計画

○ 次世代育成支援対策推進法（令和７年３⽉31⽇までの時限法）に基づく計画
○ ⻑野市子ども・子育て支援事業計画に包含

次世代育成⽀援⾏動計画

○ こども基本法に基づく計画
○ 子ども・子育て支援事業計画、子どもの貧困対策計画ほかこども施策に関する計画と一体的に策定可
能

市町村こども計画


